
様式第１（第６条関係）

経営指導員要件を満たすことの申告書


年　　月　　日
氏　　　　　名


商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則（平成５年通商産業省令第４４号」）第７条第１項第５号のいずれにも該当しないことを宣誓し、以下のとおり申告します。


１．施行規則第７条第１項第５号に該当しない宣誓
①心身の故障により経営指導員の業務を行うことができない者
②破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者 
③拘禁刑以上の刑（これに相当する外国の法令による刑を含む。）に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から５年を経過しない者
④法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から５年を経過しない者
⑤暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者

· 私は、上記①から⑤のいずれにも該当しません。

２．商工団体の役員又は職員要件
　商工団体の役員又は職員要件を満たすことを、以下のいずれかで確認が可能です。
　
□　在職証明
□　契約書の添付による確認
□　委任状の添付による確認


３．指定講習の受講要件
	講習種別
	講習実施機関
	受講年度
	受講年度時点所属団体
	備考

	基礎講習
	中小企業庁
	令和　　年度
	●●商工会
	

	行政事務講習
	中小企業庁
	令和　　年度
	●●商工会
	

	事業継続力講習
	中小企業庁
	令和　　年度
	●●商工会
	


　※直近受講年度及び受講年度時点所属団体を記入すること。近日中の受講を予定している場合はその旨を付記すること。

４．実務経験
実務経験を満たすことを、以下①から③のいずれかで確認が可能です。
　①組織における実務従事の経緯
小規模事業者の経営指導等に係る業務に従事し、通算３年以上の経験がある。
	組織名
	行政庁の
認定等（注１）
	従事期間（注２）
	従事月数
（注３）

	
	
	年　 月　 日～　 年　 月　 日
	月

	
	
	年　 月　 日～　 年　 月　 日
	月

	
	
	年　 月　 日～　 年　 月　 日
	月

	通算従事月数（注４）
	月


　　※各組織の実務従事期間を証明する書類が別途必要
②法定事業計画の作成関与報告
法定の事業者向け計画の作成支援をし、異なる３か年度において各１件以上ある。
	計画名称
	根拠法
	認定・承認
年月日
	左記年月日の
属する年度
	事業者名

	
	
	年 　月 　日
	　　　年度
	

	
	
	年 　月 　日
	　　　年度
	

	
	
	年 　月 　日
	　　　年度
	


　　※各計画の作成支援を証明する書類が別途必要
③中小企業診断士
中小企業診断士の初回登録日から計画の事業開始初日まで、３年以上経過していることが、中小企業診断士登録証により確認が可能です。
	（１）認定を受けようとする計画の事業開始初日
	　　　年　　　月　　　日

	（２）中小企業診断士登録証の裏面に記載されている初回登録日
	　　　年　　　月　　　日

	（３）（１）と（２）の差
	　　　　　　　　　　　年


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※中小企業診断士登録証の両面の写しが別途必要
以上
様式第１（第６条関係）の注記説明

注１
当該組織が、反復継続して小規模事業者の経営に係る指導又は助言に係る業務を行い得る組織であることを確認するために記載するものであるため、作成日時点において、認定等の効力を有しているか否かは問わない。
　経済産業省において認定等の事実を確認できる以下の認定等については「　」内の語句を記入する。

　・商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律に基づく「経営発達支援計画」「事業継続力強化支援計画」
　・中小企業支援法に基づく「指定法人」
　・中小企業等経営強化法に基づく「認定経営革新等支援機関」

上記以外の認定等（商工会法、商工会議所法で認定された機関等）については、根拠法令を記載するとともに、認定等の事実を証する書面等を添付すること。例えば、行政庁による定款認可等を要する法人であって、定款において事業の定めがある場合は、当該定款の写しが、認定等の事実を証する書面となる。

注２
証明書等に記載された期間数と整合性をとること。証明書等に「日」の記載がある場合は、日を記載すること。なお、「行政庁の認定等」に記載の期間が、実務従事期間を証明する書類に記載の従事期間に包含されていれば、必ずしも一致しなくてもよい。

注３
月数を整数で記載すること。証明書等に「日」の記載があり、従事期間の期初又は期末月の日数が１５日以上であれば１月とし、１５日未満の場合は月数に算入しない。

注４
通算従事月数が３６月以上となること。なお、３６月以上であることが確認できれば要件を満たすため、すべての職歴を記載する必要はない。








様式第２（第６条関係）

広域経営指導員要件を満たすことの申告書


年　　月　　日
氏　　　　　名


商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則（平成５年通商産業省令第４４号」）第７条第１項第５号のいずれにも該当しないことを宣誓し、以下のとおり申告します。


１．施行規則第７条第１項第５号に該当しない宣誓
①心身の故障により経営指導員の業務を行うことができない者
②破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者 
③拘禁刑以上の刑（これに相当する外国の法令による刑を含む。）に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から５年を経過しない者
④法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から５年を経過しない者
⑤暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者

□　私は、上記①から⑤のいずれにも該当しません。

２．施行規則第２条第２項及び第７条第２項の確認
　　□　二以上の商工会若しくは商工会議所が共同して実施する事業継続力強化支援事業又は経営発達支援事業において情報の提供及び助言を行う場合
　　□　複数の事業継続力強化支援事業又は経営発達支援事業において情報の提供及び助言を行う場合

　　　　該当する商工会、商工会議所：　　　　　　　　　　　　　　　　　



３．商工団体の役員又は職員要件
　商工団体の役員又は職員要件を満たすことを、以下のいずれかで確認が可能です。

□　在職証明
□　契約書の添付による確認
□　委任状の添付による確認

４．指定講習の受講要件
	講習種別
	講習実施機関
	受講年度
	受講年度時点所属団体
	備考

	基礎講習
	中小企業庁
	令和　　年度
	●●商工会
	

	行政事務講習
	中小企業庁
	令和　　年度
	●●商工会
	

	事業継続力講習
	中小企業庁
	令和　　年度
	●●商工会
	


　※直近受講年度及び受講年度時点所属団体を記入すること。近日中の受講を予定している場合はその旨を付記すること。

５．実務経験
実務経験を満たすことを、以下①から③のいずれかで確認が可能です。
　①組織における実務従事の経緯
小規模事業者の経営指導等に係る業務に従事し、第６条第３項第１号イ（１）のときは通算５年以上、同号ウ（１）又は（３）のときは二以上の商工会又は商工会議所の地区において通算３年以上、同項第２号アのときは通算１０年以上の経験がある。
	組織名
	行政庁の認定等
（注１）
	従事期間
（注２）
	従事月数
（注３）

	
	
	年　 月　 日～　 年　 月　 日
	月

	
	
	年　 月　 日～　 年　 月　 日
	月

	
	
	年　 月　 日～　 年　 月　 日
	月

	通算従事月数（注４）
	月


　　
※各組織の実務従事期間を証明する書類が別途必要








②法定事業計画の作成関与報告
法定の事業者向け計画の作成支援をし、第６条第３項第１号イ（２）のときは異なる５か年度、同号ウ（２）のときは二以上の商工会又は商工会議所の地区において異なる３か年度、同項第２号イのときは異なる１０か年度において各１件以上ある。
	計画名称
	根拠法
	認定・承認
年月日
	左記年月日の属する年度
	事業者名
	事業者の所在地

	
	
	年 　月 　日
	　　　年度
	
	

	
	
	年 　月 　日
	　　　年度
	
	

	
	
	年 　月 　日
	　　　年度
	
	


※各計画の作成支援を証明する書類が別途必要

③中小企業診断士
計画の事業開始初日において中小企業診断士であることを、中小企業診断士登録証により確認が可能です。
	（１）認定を受けようとする計画の事業開始初日
	　　　年　　　月　　　日

	（２）中小企業診断士登録証の裏面に記載されている
初回登録日
	　　　年　　　月　　　日

	（３）（１）と（２）の差
	　　　　　　　　　　　年

	（４）中小企業診断士登録証の裏面に記載されている
有効期間
	　　　年　　　月　　　日
～　　年　　　月　　　日


また、中小企業診断士の初回登録日から計画の事業開始初日まで、同項第２号ウのときは１０年以上経過していることが、中小企業診断士登録証により確認が可能です。
※中小企業診断士登録証の両面の写しが別途必要

６．予定者が、施行規則第７条第２項第１号又は第２号に掲げる者と同等以上の能力及び経験を有する者
施行規則第７条第２項第１号又は第２号に掲げる者と同等以上の能力及び経験を有していることを、以下の内容により確認が可能です。（注５）
	（保有資格、従事した業務内容・従事期間、成果・実績などに関する説明）




※上記内容を証明する書類（都道府県による確認を含む）が別途必要（注６）

以上

様式第２（第６条関係）の注記説明

注１
当該組織が、反復継続して小規模事業者の経営に係る指導又は助言に係る業務を行い得る組織であることを確認するために記載するものであるため、作成日時点において、認定等の効力を有しているか否かは問わない。
　経済産業省において認定等の事実を確認できる以下の認定等については「　」内の語句を記入する。

　・商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律に基づく「経営発達支援計画」「事業継続力強化支援計画」
　・中小企業支援法に基づく「指定法人」
　・中小企業等経営強化法に基づく「認定経営革新等支援機関」

上記以外の認定等（商工会法、商工会議所法で認定された機関等）については、根拠法令を記載するとともに、認定等の事実を証する書面等を添付すること。例えば、行政庁による定款認可等を要する法人であって、定款において事業の定めがある場合は、当該定款の写しが、認定等の事実を証する書面となる。

注２
証明書等に記載された期間数と整合性をとること。証明書等に「日」の記載がある場合は、日を記載すること。なお、「行政庁の認定等」に記載の期間が、実務従事期間を証明する書類に記載の従事期間に包含されていれば、必ずしも一致しなくてもよい。

注３
月数を整数で記載すること。証明書等に「日」の記載があり、従事期間の期初又は期末月の日数が１５日以上であれば１月とし、１５日未満の場合は月数に算入しない。

注４
通算従事月数が第６条第３項第１号イ（１）のときは「６０月以上」、同号ウ（１）又は（３）のときは「３６月以上」、同行第２号アのときは「１２０月以上」となること。なお、それぞれ必要な通算従事月数以上であることが確認できれば要件を満たすため、すべての職歴を記載する必要はない。

注５
　施行規則第７条第２項第１号又は第２号に掲げる者と同等以上の能力及び経験を有する者とは、例えば、行政機関（国、地方公共団体、独立行政法人等）において中小企業施策に従事した一定の経験を有する者、士業（弁護士、公認会計士、税理士等）として中小企業の支援を行った一定の経験を有する者、特定の専門的かつ高度な知識（経営発達支援事業：経営戦略・金融・ＩＴ等、事業継続力強化支援事業：金融・保険・防災等）を有し中小企業の支援を行った一定の経験を有する者等が想定される。一定の経験は、同項第１号又は第２号に規定する実務経験年数を参照しつつ、それと同等以上の実務経験年数とすることが想定される。

注６
　法第７条第７項に基づく都道府県の意見聴取の際に、本項目についての確認も受けること。































（各組織の実務従事期間を証明する書類の記載例）


実務従事期間証明書


（予定者氏名）は、当組織に所属していた（（年　月～　年　月）等の期間を記載）の期間において、職務として、経営の診断、経営診断に基づく事業計画の作成及び実行に関する助言業務に従事していたことを証明します。

　年　月　日

   住　　　所　 　 　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　組織名称　　　　　　　　　　　　　
代表者氏名　　　　　　　　　　　　　


（各計画の作成支援を証明する書類の記載例）
（実務従事期間の記載が困難な場合）


支援従事証明書


（法人名又は屋号）は、（予定者氏名）が（法定事業計画）の作成支援業務に従事していたことを証明します。

　年　月　日

   住所　　　 　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　 法人名又は屋号　　　　　
代表者氏名　　　　　　　





様式第５（第１２条関係）

年月日

中小企業庁経営支援部小規模企業振興課長

   住所　　　 　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　 法人名又は屋号　　　　　
代表者氏名　　　　　　　

経営指導員に関する講習計画

　下記のとおり講習を計画していますので、関係書類を添えて提出します。
　また、５の確認のために、中小企業庁から関係都道府県に対して事実関係の照会が行われることも了承いたします。

記

１．講習の種別
　※「基礎講習」「行政事務講習」「事業継続力講習」のうち該当する種別を記載

２．講習のカリキュラム及び使用教材
　添付のとおり。

３．講習の実施期間、実施体制及び収支計画
　添付のとおり。

４．対象区域
　※５で関係性を記載する都道府県を記載すること。

５．対象区域を管轄する都道府県との関係
　※記載例
　１．当社（当団体）は、〇〇県と契約関係にあり、受講者の管理等についても契約に含まれています。
　２．当団体は、〇〇に基づき〇〇県の監督対象にあり、当団体が本講習を行うにあたって、〇〇県から定款（事業計画）の認可を受けています。以上


